
洞爺総合支所からのお知らせ

お問い合わせ：洞爺総合支所 地域振興課 ℡８２－５１１１

これから雪が降る季節になります。除雪機やトラクターなどで
除雪をする際は、道路横にあるスノーポール（赤白棒）の接触
に気を付けて行いましょう！

家庭ごみをを燃やさないで下さい！
庭や空き地などの野外で、家庭ごみや剪定された枝などを燃
やす人が見受けられます。野焼きは「廃棄物の処理及び清掃に
関する法律（廃棄物処理法）」により、原則禁止されています。
ただし、農業、林業、漁業を営むためにやむを得ず行われる野
焼きは例外となりますので、事前に役場または消防署へ連絡を
お願いします。

※野焼きを例外的に行うときの注意事項※
・火災に注意し、消火するまでその場を離れない。
・周囲の住宅に影響を与えない。
（家の中に煙が入る、ススが付着するなど）
・プラスチック、ビニール、タイヤなどを焼却しない。
・道路が煙に覆われてしまうなど、交通に影響を出さない。
・習慣的（頻繁）に焼却を行わない。

あくまでも例外であることを十分に理解しましょう。

道路のスノーポールについて
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